
 

時 間 午後２時００分～ 

会 場 第３・４委員会室 

市長記者会見資料 

【お知らせ】 

踊れ西八夏まつり 

「全国路地サミット２０２５in八王子」を中町・花街で開催！ 

【報道発表資料】 

① 令和７年第３回市議会定例会の議案について

② エネルギー・物価高騰対策で市内事業者に支援金を交付

③ ９月上旬より下水道管路の全国特別重点調査を実施

④ 市民センターまつりの会場内で意見交換

～市民と市長のふれあいトーク in市民センターまつり～

⑤ 八王子市民の税に対する意識 ナンバーワン

職員の想いと市民の意識がひとつに

令和７年（２０２５年）８月２６日  ニュースリリース



 

 

                

令和７年第３回市議会定例会の議案について 

令和７年（２０２５年）９月２日に開会する「第３回市議会定例会」には、人事や補

正予算など２５件の案件を提出し、令和６年度各会計の決算認定等に関する１０件の案

件についても追加提出を予定しています。 

 

１ 議案の概要 

案 件 件 数 備 考 

人 事 ３件 

教育委員会委員 

公平委員会委員 

固定資産評価審査委員会委員 

補 正 予 算 ６件 一般会計ほか 

決 算 認 定 １０件 令和６年度各会計 

条 例 関 係 １０件 

新設   １件 

一部改正 ８件 

廃止   １件 

契 約 ４件 
工事請負契約 ３件 

物品取得   １件 

そ の 他 ２件 
町区域の変更 

市道路線の認定 

計 ３５件  

 

２ 主な議案内容 

 （１）人事 

    教育委員会委員の任命について 

 氏 名 就任予定日 任期満了日 

新任 橋本 政樹 令和 7年（2025年）10月 1日 令和 11年（2029年）9月 30日 
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＜問い合わせ＞ 

議案について    総務部法制課長 小澤 電話０４２－６２０－７３４７ 

補正予算案について 財政部財政課長 秋間 電話０４２－６２０－７２０９ 
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（２）条例関係 

   乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

    

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とは、月一定時間までの利用可

能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に、対象となる子どもが保育所・

幼稚園等を利用することができる新たな通園給付です。 

このたび、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により児童福祉法の

一部が改正され、乳児等通園支援事業が創設されました。自治体での事業実施に   

あたっては、国の定める認可基準に基づく条例制定が必要であるため、議案とし  

ます。 

 

 国基準との相違点（八王子市独自基準）            （※は努力義務） 

基準項目 こども誰でも通園制度 保育所（参考） 

国基準 八王子市基準 八王子市基準 

乳児室の面積 
0・1歳児 

1.65㎡/人 3.3㎡/人 3.3㎡/人 

ほふく室の面積 3.3㎡/人 3.3㎡/人 3.3㎡/人 

保育室又は遊戯室

の面積 
2歳児以上 1.98㎡/人 1.98㎡/人 1.98㎡/人 

虐待防止研修の実施等 なし あり あり 

外部研修の機会の確保 なし あり あり 

※障害者雇用の促進及び障害者就労

施設等からの物品等の優先調達 
なし あり あり 

 

 

（３）補正予算（案） 

 補正予算額 

区 分 補正前の額 補正額（案） 補正後の額 

一 般 会 計 2,388億8,700万円 14億8,900万円 2,403億7,600万円 

特 別 会 計 1,976億6,920万円  6億2,342万円 1,982億9,262万円 

公営企業会計 242億9,139万円 △9億1,255万円 233億7,884万円 

計 4,608億4,759万円 11億9,987万円 4,620億4,746万円 
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主な補正予算 

【一般会計】 

上野第二地区土地区画整理（別紙①-1「上野第二地区土地区画整理事業」参照） 

 補正前の額・・・6万円 

 補正額(案)・・・1億 5,691万円 

 補正後の額・・・1億 5,697万円 

  

 【公営企業会計】 

旧北野下水処理場解体工事費（別紙①-2「旧北野下水処理場解体工事事業」参照） 

区 分 

補正前 補正額（案） 補正後の額 

令和 7年度

（2025） 

債務負担行為

限度額 

令和 7年度 

（2025） 

債務負担行為

限度額 

令和 7年度 

（2025） 

債務負担行

為限度額 

機械設備 

撤去工事 

7億 7,000 

万円 

3億 3,000 

万円 

△7億 7,000

万円 

7億 4,952 

万円 
0 

10億 7,952 

万円 

建築・土木

解体工事 
- 

34億 1,000 

万円 
- 

△34億 1,000 

万円 
- 0 

 

 



   

 

【補正予算】上野第二地区土地区画整理事業 
 

上野第二地区土地区画整理事業は、令和６年（２０２４年）８月９日に東京都知事に

よる換地処分の公告が行われ、翌１０日をもって従前の土地の権利は新たな換地へと

移行しました。これにより、清算金額も確定しています。現在は、清算徴収金の分納及

び未納分の徴収を行っている状況です。 

同事業では、権利者の減歩負担を軽減するため、政策的に従前の土地を取得しまし

た。本来、これらの土地は、公園や道路などの公共施設の用地として活用する予定とし

ていましたが、同事業の中で十分に充当できず、本市の資産として残存用地が５か所生

じています。 

このため、政策的に行われた減歩緩和措置を完遂できず、これに対する地権者への説

明や意見聴取も不十分であったことから、残存用地を時価に基づく適正価格で売却し、

売却額の範囲内で、権利者に対して補償金を交付します。 

 

１ 補正予算額案  １億５,６９１万円 

 

２ 対象権利者数  １,４４８人 

 

３ 補償金上限額  土地の売却額から事務費を除いた範囲内 

 

４ 事業スケジュール 

スケジュール 

令和７年度（2025） 令和８年度（2026） 

 

 

 

 

 

※年度内での事業完了が困難なことから、繰越明許費を設定して事業費を翌年度に 

繰り越します。 
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＜問い合わせ＞ 拠点整備部区画整理課長 山崎  電話０４２-６２０-７３９４ 

 

令和７年（２０２５年）８月２６日 別紙①-1  ニュースリリース 

土地売却 

補償金支出 



５ 残存用地５か所の位置図 

 

市立第七小学校 



   

 

【補正予算】旧北野下水処理場解体工事事業 
 

旧北野下水処理場については、流域下水道への編入が令和３年１月をもって完了し

たことから、北野ポンプ場の整備を進めるとともに令和５年６月に策定された「北野下

水処理場・清掃工場跡地活用基本構想」に基づき、旧北野下水処理場不用施設（本場及

び分場）を順次解体します。 

 

１ 経過 

令和２～８年度  北野ポンプ場整備 

  令和４～５年度  土壌調査委託 （本場、分場） 

  令和６年度    解体詳細設計委託 （本場、分場） 

 

２ 解体スケジュール 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11年度 

土壌調査委託（暫

定滞水池以外） 

    
 

設備（電気・機械）

解体工事 
  

 
 

 

設備（焼却炉）解

体工事 
  

 
 

 

建築・土木施設

（本体）解体工事 
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＜問い合わせ＞ 環境部下水道課長 吉岡  電話０４２-６４２-３２００ 

令和７年（２０２５年）８月２６日 別紙①-2  ニュースリリース 

 



 ３ 補正予算 

  （１）令和６度に実施設計を行った結果、複雑な作業工程や土壌汚染対策が必要と

なることが判明し、工事費が増額となり、工事期間を最大２年間延伸するこ

ととしたため。 

  （２）管路の老朽化に伴う全国的な緊急点検実施の影響等により、令和７年度の国

庫支出金が減額となったため。 

 

 

 

 

 

 

 

事業費比較（処理場解体）

R7 R8 R9 R10 R11 計
変更前 770,000 330,000 1,100,000

変更後 0 302,267 1,371,640 720,113 0 2,394,020

変更前 0 1,670,900 1,739,100 3,410,000

変更後 0 1,285,566 3,143,864 1,922,085 6,351,515

変更前 45,409 45,409
変更後 45,409 30,000 36,400 111,809
変更前 0
変更後 660,000 540,000 1,200,000

変更前 0
変更後 572,035 572,035

変更前 815,409 2,000,900 1,739,100 4,555,409

変更後 45,409 332,267 2,693,606 4,523,977 3,034,120 10,629,379

区　分

想定費用に含めず

想定費用に含めず

事
業
費

計

埋め戻し工事
(分場)

土壌汚染対策工事
(本場)

土壌調査委託
(本場)

建築土木解体工事

設備撤去工事

（千円） 



   

 

 

エネルギー・物価高騰対策で 

市内事業者に支援金を交付 
 

八王子市では、エネルギー価格や物価の高騰の影響を受けている市内事業者（法人・

個人事業主）に対して、支援金を交付します。厳しい経営環境下にある市内中小企業、

個人事業主などの安定した事業継続について支援することを目的としています。 

 

１ 対象 

  令和６年４月 1日時点で、市内で事業を営む中小企業者など 

 

２ 交付要件 

  令和７年４～９月分のうち、電気・ガス料金のいずれかの月額と、前年同月、同費

用の月額を比較して月額１万円、または１０％以上増加していること 

 

３ 支給額  

１事業者につき上限１０万円  

（１）交付要件を満たす場合の交付額は５万円です。ただし交付要件において算出

した電気料金、またはガス料金の前年度比増加額を１２倍した額が５万円に

満たない場合はその額を上限とします。 

（２）直近の決算期における営業利益が赤字、または営業利益率が前期より改善さ

れていない場合は、（１）の額に５万円を加算します。 

 

４ 申請期間 

令和７年（２０２５年）９月１２日～令和７年（２０２５年）１１月７日 

 

５ 申請方法 

ＷＥＢ申請、または郵送申請で、八王子商工会議所内エネルギー・物価高騰対策事

業者支援事務局（〒192-0062 八王子市大横町１１－１）へ 

 

 

 

＜問い合わせ＞産業振興部産業振興推進課長 櫻井  電話０４２-６２０-７２５２ 

  

令和７年（２０２５年）８月２６日 報道発表資料②  ニュースリリース 



 

                

 

 

 

９月上旬より下水道管路の全国特別重点調査を実施 
 

令和７年１月２８日に埼玉県八潮市で発生した道路陥落事故では、下水道管路の破

損により地盤が陥没し、災害救助法が適用されるほどの深刻な被害が生じました。 

同様の事故の再発を防止するため、国の要請に基づく、大口径かつ布設年度が古い 

下水道管路の調査を実施します。 

 

１ 背景と目的  

八王子市では、埼玉県八潮市での道路陥没事故の発生を受けて、市内の緊急輸送

道路等を対象に緊急点検を実施し、同様の事故の再発防止に努めてきました。 

今回の調査は、国が創設した「大規模下水道管路特別重点調査等事業」に基づき、

同様の事故の再発防止と市民の安全・安心な生活環境の確保を目的として、昨年度

の緊急点検の成果を踏まえ、より計画的かつ重点的に実施します。 

 

２ 調査予定時期  

令和７年９月上旬より順次実施 

 

３ 調査対象箇所  

平成６年度以前に設置された口径２,０００mm以上の下水道管路施設 

 

４ 調 査 内 容  

マンホール調査・本管調査、路面下空洞調査 

※「マンホール調査・本管調査」では、目視による管内調査を実施し、調査結果
に基づき、必要に応じて修繕・更新を実施します。また、マンホール内に作業

員が入って調査を行う際には、作業員の安全確保のため、酸素濃度の確認や 
ガス検知、換気、保護具の着用など、厳格な安全対策を実施します。 

 

 

 

＜問い合わせ＞「下水道管路の全国特別重点調査」について 

環境部下水道課長   吉岡 電話０４２－６４２－３２００ 

「路面下空洞調査」について 

道路交通部路政課長 小谷田 電話０４２－６２０－７２７２ 

令和７年（２０２５年）８月２６日 報道発表資料③  ニュースリリース 



   

 

 

市民センターまつりの会場内で意見交換 
～市民と市長のふれあいトーク in市民センターまつり～ 

 

市民の皆さんと市長が直接対話する「市民と市長のふれあいトーク」を今年度は初の

試みとして、市民センターまつりの会場内で全６回開催します。これは、各地域住民協

議会のご協力により実現したもので、当日は各地域の町会・自治会の方々や「市民セン

ターまつり」に参加する団体の皆さんにもご参加いただき、地域の現状や活動内容など

についてご紹介いただきながら懇談します。 

第１回目は、８月３０日（土）午後１時３０分から石川市民センターを会場に行いま

す。また「市民と市長のふれあいトーク」は、市内のグループのもとに市長が伺い、意

見交換を行う「出張型」でも実施しています。 

 

【第１回開催】 

１ 日  時  ８月３０日（土）１３：３０～１４：３０ 

 

２ 会  場  石川市民センター 

 

３ 申し込み  不要、直接会場へ 

 

４ 今後の開催予定 

開催日 会場 

令和７年１０月１８日（土） 子安市民センター 

令和７年１０月１９日（日） 横山南市民センター 

令和７年１０月２５日（土） 
または２６日（日）  

由井市民センター 

令和７年１１月  ２日（日） 川口市民センター 

令和８年 ２月 ８日（日） 由木東市民センター 

 

 

 

＜問い合わせ＞市長公室広聴課長 小島  電話０４２-６２０-７４１１ 

  

令和７年（２０２５年）８月２６日 報道発表資料④  ニュースリリース 



   

 

 

八王子市民の税に対する意識 ナンバーワン 

職員の想いと市民の意識がひとつに 
 

八王子市では、令和６年度現年課税分の市税納付率が、過去最高の９９．９％となり、

多摩２６市の中で２年連続１位となりました。これは市職員の『税』への想いと市民の

皆様の『意識』がひとつになったことで、達成できたものです。 

この結果は、市民の皆様の税に対する深いご理解とご協力の賜物であり、八王子市の

安定した行財政運営は、こうした市民力の高さに支えられています。皆様の力強い支え

に、心から感謝申し上げます。 

 

 

 

１ 納付率の推移 
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＜問い合わせ＞ 財政部収納課長 小林  電話０４２-６２０-７２８１ 

令和７年（２０２５年）８月２６日 報道発表資料⑤  ニュースリリース 



２ 職員の想いを形にした取組 

（１）ポスター（市施設等に掲示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）動画「わたしたちの生活と税金」 

市ホームページで公開（https://youtu.be/DF-zmrzxFA8） 
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市ホームページ 

https://youtu.be/DF-zmrzxFA8


（３）紙芝居（市のイベント等で実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ３つの想い 

（１）伝える 

   八王子市の未来を担う子どもたちが、税の「大切さ」を考え表現した素晴らしい

作品を、納税する市民の皆様に知っていただくため、はちバスでの掲載、ＦＭラジ

オでの朗読、納税通知書送付用封筒への印刷といった、さまざまな方法で、お伝え

しています。また、職員の税に対する想いと、市民の皆様への感謝を込めて、ポス

ターや動画、紙芝居を職員自ら考え作成し、お伝えしています。 

 

（２）寄り添う 

   納税について不安を抱える方が、いち早く相談を行うことができるよう日曜日

に相談窓口を開いております。また、納税相談に踏み出せない方や、事情があって

相談自体をすることができない方を取り残すことがないよう、ご自宅を訪問し、生

活状況の把握も行っています。 

   さらに、滞納の事実について、なるべく早く気がついていただくことで、不要な

延滞金が増え続けることがないよう、ＳＭＳや自動電話案内によるプッシュ型の

お知らせも実施しています。 

  

（３）裏切らない 

   市民の皆様の税に対する期待と信頼を裏切らないために、資力や資産がありな

がら納税されない方に対しては、差押処分を行うことで、税収入を確保し、皆様の

暮らしを守っています。 

 

 

 

 

 

次ページあり 

給食センターでの様子 



４ 子どもたちの税に対する想い 

（１）税についての作文（商業施設等での展示【令和６年１２月～令和７年３月】） 

（八王子ＦＭラジオ放送【令和７年１～２月】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

（２）税に関する絵はがき（市民向け送付物の封筒に掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）税の標語（はちバスに掲示【令和７年２～３月】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イーアス高尾での展示の様子 


